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監視義務は、 (1)企業が適切な報告体制を備えるために誠実（good faith）に努力すること、およ
び、(2)企業の不正行為の可能性を示すレッドフラッグに対処することを取締役に求めるものであ
る。これらの監視義務は、Caremark クレームと呼ばれることが多く、(1)情報体制に関する請求
（information systems claims）や(2)レッドフラッグに関する請求（red-flag claims）という、2種
類の請求の根拠となるものである。最近の複数の判決において、デラウェア州衡平法裁判所
（Delaware Court of Chancery）は、レッドフラッグに関する請求についてさらなる指針を示してい
る。

レッドフラッグに関する請求は、必要な報告体制や管理体制が整っていたとしても、企業の取締役
（かつ、場合によっては役員）がそれらの体制の利用や監視を怠ったことにより、注意すべき問題
について情報提供を受けておらず、その結果対処することができなかった、と主張するものであ
る。 レッドフラッグに関する請求では、一般的に、取締役や役員がそのような情報の提供を受けて
おらず、そのような情報に基づいて行動しなかったという不作為が、 (1)十分に継続的、(2)組織
的、または、(3)顕著であり、不誠実（bad faith）に相当することが求められる。

場合によっては、ある顕著なレッドフラッグが、レッドフラッグに関する請求の根拠となることも
ある。例えば、デラウェア州衡平法裁判所は、最近、製造業者が、当該製造業者の製品に関わる重
大なインシデントの原因となった問題を調査しなかったことは、レッドフラッグに関する請求に必

要な不誠実性を推認する根拠として十分である、と判示した[1 ]。同裁判所は、指摘されたレッドフ
ラッグは1つだけであったにもかかわらず、そのレッドフラッグが特に生々しく壊滅的であった
（graphic and devastating）ため、レッドフラッグに関する請求の根拠として十分である、と判示し
た。このように、生々しいまたは壊滅的なレッドフラッグが1件のみ発生した状況では、取締役会
と役員は、当該問題を異例なものとして扱うのではなく、問題に対処するために適切な行動を取る
べきである。しかし、デラウェア州の裁判所は、レッドフラッグが「ミッション・クリティカルな

リスク」に関連するものである必要はなく[2 ]、むしろ、企業の取締役会が企業に損害を与える可能
性のあるレッドフラッグに適切に対処しない場合には、レッドフラッグに関する請求が可能となる
可能性があることを明らかにしている。「ミッション・クリティカル」なレッドフラッグや主要な
コンプライアンスに関するレッドフラッグに対処しない場合、レッドフラッグに関する請求が可能
となる可能性が最も高いが、取締役は、企業に対するリスクに関する情報提供をどのように受ける
かだけでなく、そのようなリスクが発生した場合にどのように対応するかについても、最新の記録
を保持すべきである。
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また、レッドフラッグに対応する義務は取締役に限定されるものではない。デラウェア州最高裁判
所はまだこの問題について直接取り上げていないものの、最近のデラウェア州衡平法裁判所の判決
では、取締役と同様に役員は、事業運営において重要な役割を担っており、「レッドフラッグを特
定し、当該問題に対処又は報告する最適な立場にある」ため、レッドフラッグに関する請求の範囲

が企業の役員にまで拡大されることが明示されている[3 ]。 しかし、このような請求に対する役員
の責任は、一般的に当該役員の権限の範囲に限定される。

このような最近の判決を踏まえると、（特にデラウェア州の企業の）取締役と役員は、レッドフラ
ッグが発生した際に、誠実に適切な対処をすべきである。 さらに、レッドフラッグに関する請求を
行うためには、一般的に、取締役や役員の不作為が不誠実に相当する程度のものであるとの認定が
必要であるところ ところ、取締役と役員は、彼らに対するレッドフラッグに関する請求が成功した
場合、たとえ免責条項が2022年8月の第102条(b)(7)の改定により拡大されたとしても 、当該企業
の定款に規定することが可能である第102条(b)(7)の免責条項によって免責されない可能性があるこ
とに留意する必要がある。
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278 (Del. Ch., March 1, 2023)）
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